都城 (みやこのじょう)さくら聴覚 (ちょうかく)支援 (しえん)学校 (がっこう) 生徒 (せいと)心得 (こころえ)（中 (ちゅう)･高等部 (こうとうぶ)）
令和 (れいわ)8年 (ねん)4月 (がつ)改訂 (かいてい)
生指 (せいし)保体部 (ほたいぶ)

○本校 (ほんこう)では、在学中 (ざいがくちゅう)だけでなく、卒業後 (そつぎょうご)をも視野 (しや)に、生徒 (せいと)の皆 (みな)さんが社会 (しゃかい)生活 (せいかつ)に順応 (じゅんのう)するための道標 (みちしるべ)として「生 (せい)徒 (と)心得 (こころえ)」を考 (かんが)えています。学校 (がっこう)で学習 (がくしゅう)する内容 (ないよう)は、卒業 (そつぎょう)後 (ご)の社会 (しゃかい)生活 (せいかつ)にとって大切 (たいせつ)なことばかりです。卒業後 (そつぎょうご)の生活 (せいかつ)を考 (かんが)えながら「生徒 (せいと)心得 (こころえ)」について学 (まな)び合 (あ)い、社会 (しゃかい)人 (じん)になるために必要 (ひつよう)なルールやマナー、身 (み)だしなみなどしっかり身 (み)に付 (つ)けましょう。

○生徒会 (せいとかい)活動 (かつどう)や学校 (がっこう)行事 (ぎょうじ)の主人公 (しゅじんこう)はあなた達 (たち)です。みんなが楽 (たの)しく充実 (じゅうじつ)した学校 (がっこう)生活 (せいかつ)が送 (おく)れるように、一人一人 (ひとりひとり)が学校 (がっこう)の一員 (いちいん)であることを自覚 (じかく)して、積極的 (せっきょくてき)に取 (と)り組 (く)みましょう。
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Ⅰ　学習 (がくしゅう)　
１  始業前 (しぎょうまえ)には教室 (きょうしつ)に入り (はい)、授業 (じゅぎょう)が始 (はじ)められるように準備 (じゅんび)する。
２  体育 (たいいく)等 (とう)一部 (いちぶ)の授業 (じゅぎょう)を除き (のぞ)、制服 (せいふく)を着用 (ちゃくよう)して授業 (じゅぎょう)を受 (う)ける。
   ３  自分 (じぶん)から進んで (すす)勉強 (べんきょう)する。
   ４  教室 (きょうしつ)に不要 (ふよう)なものを持ち込ま (も　　　こ)ない。
   ５  自習 (じしゅう)時間 (じかん)は静か (しず)に学習 (がくしゅう)し、他人 (たにん)の迷惑 (めいわく)にならないようにする。
   ６  テストでの不正 (ふせい)行為 (こうい)は絶 (ぜっ)対 (たい)にしない。

Ⅱ　礼 (れい) 儀 (ぎ) 　
１  先生 (せんせい)、友達 (ともだち)、来客 (らいきゃく)などに対 (たい)して、あいさつをする。
２  校長室 (こうちょうしつ)や職員室 (しょくいんしつ)、その他 (た)の部屋 (へや)への入室 (にゅうしつ)時 (じ)は、「失礼 (しつれい)します」、退室 (たいしつ)時 (じ)は「失礼 (しつれい)しました」と礼儀 (れいぎ)正 (ただ)しく　　
　　あいさつをする。	
３  いつでも丁寧 (ていねい)な正 (ただ)しい言葉遣 (ことばつか)いをこころがける。

Ⅲ　身 (み)だしなみ　
１  服装 (ふくそう)について
　　夏服 (なつふく)や冬服 (ふゆふく)の期間 (きかん)は以下 (いか)をめやすとし、生徒 (せいと)自身 (じしん)で暑 (あつ)さ寒 (さむ)さを判断 (はんだん)し、気候 (きこう)に合 (あ)った学校 (がっこう)指定 (してい)の服装 (ふくそう)を着用 (ちゃくよう)するものとする。
　・  冬服 (ふゆふく)期間 (きかん)・・・１１月 (がつ)から４月 (がつ)まで
　・  合服 (あいふく)期間 (きかん)・・・　５月 (がつ)・１０月 (がつ)
　・  夏服 (なつふく)期間 (きかん)・・・　６月 (がつ)から９月 (がつ)まで　

２  学校 (がっこう)指定 (してい)の服装 (ふくそう)は以下 (いか)のとおりである。
  　  夏服 (なつふく)… 半袖 (はんそで)シャツ、スラックス、スカート
　　  合服 (あいふく)…　 長袖 (ながそで)シャツ、ネクタイ、リボン、スラックス、スカート
冬服 (ふゆふく)… ブレザー、長袖 (ながそで)シャツ、ネクタイ、リボン、スラックス、スカート
※　いずれも、スクールベスト（紺 (こん)）またはセーター（黒 (くろ)、紺 (こん)）の着用 (ちゃくよう)可 (か)。
　　　・  シャツの下に着るインナー…　衛生面 (えいせいめん)の観点 (かんてん)から、シャツの下 (した)にインナーを着用 (ちゃくよう)する。
えり口 (ぐち)、そで口 (ぐち)からインナーが見 (み)えないようにする。
   ・  防寒 (ぼうかん)着 (ぎ)…　必要 (ひつよう)に応 (おう)じ、着用 (ちゃくよう)を認 (みと)める。　

３  靴 (くつ)、靴下 (くつした)、手袋 (てぶくろ)等 (とう)について
（１）　靴 (くつ)は公式 (こうしき)の場 (ば)に対応 (たいおう)できる靴 (くつ)、または運動 (うんどう)靴 (ぐつ)とする。
（２）　靴下 (くつした)は、公式 (こうしき)の場 (ば)に対応 (たいおう)できるものとする。
　　 ・  ワンポイント程度 (ていど)のデザインは可 (か)とする。
　　 ・  タイツは必要 (ひつよう)に応 (おう)じて着用 (ちゃくよう)するものとする。　　
（３）  手袋 (てぶくろ)、マフラー、ネックウォーマー等 (とう)については、使用 (しよう)を認 (みと)める。

４  頭髪 (とうはつ)等 (とう)について
公式 (こうしき)の場 (ば)に応 (おう)じて身 (み)だしなみを整 (ととの)え、学習 (がくしゅう)活動 (かつどう)に支障 (ししょう)がないように、以下 (いか)のとおりにする。
・  髪 (かみ)が肩 (かた)に掛 (か)かる時 (とき)や眉 (まゆ)より下 (した)の前髪 (まえがみ)が視界 (しかい)を塞 (ふさ)ぐ時 (とき)は、耳 (みみ)に掛 (か)ける、結ぶ (むす)、ピン(装飾 (そうしょく)物 (ぶつ)不可 (ふか))
　で留 (と)める等 (とう)工夫 (くふう)する。
・　　頭髪 (とうはつ)等 (とう)の装飾 (そうしょく)については、特別 (とくべつ)な事情 (じじょう)がある場合 (ばあい)は、別途 (べっと)考慮 (こうりょ)する。
・　　不必要 (ふひつよう)に体 (からだ)を傷 (きず)つける行為 (こうい)（ピアス・タトゥー等 (とう)）は、感染症 (かんせんしょう)の危険 (きけん)もあるため行 (おこな)わない。
・　　化粧 (けしょう)をしない。
　
５  その他 (た)
　　  ・　　健康上 (けんこうじょう)若 (も)しくはその他 (た)の理由 (りゆう)により、指定 (してい)の制服 (せいふく)以外 (いがい)の服装 (ふくそう)等 (とう)の着用 (ちゃくよう)を希望 (きぼう)する場合 (ばあい)、「異装 (いそう)許可 (きょか)願 (ねが)
い」を提出 (ていしゅつ)し、許可 (きょか)を受 (う)ける。
　　  ・　　休日 (きゅうじつ)であっても、学校 (がっこう)に来 (く)る場合 (ばあい)は制服 (せいふく)、体操服 (たいそうふく)、部活動 (ぶかつどう)で着用 (ちゃくよう)する服 (ふく)で来 (く)ること。

Ⅳ　通 (つう)　学 (がく) 
１  登 (とう)下校 (げこう)時刻 (じこく)を守 (まも)る。
登校 (とうこう)は午前 (ごぜん)８時 (じ)３０分 (ふん)まで、下校 (げこう)は午後 (ごご)３時 (じ)２５分(部活動 (ぶかつどう)がある場合 (ばあい)は午後 (ごご)６時 (じ)）とする。
   ２  単独通 (たんどくつう)学者 (がくしゃ)（徒歩 (とほ)、自転車 (じてんしゃ)、バス、電車 (でんしゃ)）は必 (かなら)ず「単独 (たんどく)通学届 (つうがくとどけ)」を提出 (ていしゅつ)し、許可 (きょか)を得 (え)ること。
３  登校 (とうこう)、下校 (げこう)時 (じ)には決 (き)められた通学 (つうがく)路 (ろ)を通 (とお)る。
４  交通 (こうつう)ルールや乗車 (じょうしゃ)マナーをしっかり守 (まも)る。
	◎  徒歩 (とほ)通学 (つうがく)
（ア）  横断 (おうだん)は、左右 (さゆう)をよく確 (たし)かめて、危険 (きけん)な横断 (おうだん)はしない。
　 （イ）  横断 (おうだん)歩道 (ほどう)のあるところでは、必 (かなら)ず横断 (おうだん)歩道 (ほどう)を渡 (わた)る。
　 （ウ）  横 (よこ)に並 (なら)んで歩 (ある)かない。
　 （エ）  路地 (ろじ)や交差点 (こうさてん)、止 (と)まっている自動車 (じどうしゃ)の前後 (ぜんご)などでは必ず確認 (かくにん)をする。
	
◎  自転車 (じてんしゃ)通学 (つうがく)
　 （ア）  自転車 (じてんしゃ)には、ベルを付 (つ)ける。
　 （イ)  進行 (しんこう)方向 (ほうこう)や一旦 (いったん)停止 (ていし)等 (など)自動車 (じどうしゃ)と同様 (どうよう)の交通 (こうつう)法規 (ほうき)を守 (まも)る。　
　 (ウ)  身体 (からだ)に合 (あ)わない、ブレーキの効 (き)かない自転車 (じてんしゃ)には乗 (の)らない。
 　(エ) 　自転車 (じてんしゃ)の点検 (てんけん)、整備 (せいび)は定期的 (ていきてき)に行 (おこな)う。
(オ)  自転車用 (じてんしゃよう)ヘルメットの着用 (ちゃくよう)を推奨 (すいしょう)する。
　 
◎  バス・電車 (でんしゃ)通学 (つうがく)
（ア）  マナーを守 (まも)って乗車 (じょうしゃ)する。（電車 (でんしゃ)やバスを待 (ま)つ時 (とき)も同様 (どうよう)）
　 （イ）  席 (せき)はできるだけ詰 (つ)めて乗車 (じょうしゃ)する。
　 （ウ）  バッグなどは、網棚 (あみだな)や足元 (あしもと)に置 (お)くようにし、座席 (ざせき)や通路 (つうろ)に置 (お)かないようにする。
　 （エ）  携帯 (けいたい)電話 (でんわ)等 (とう)は、電車内 (でんしゃない)、駅内 (えきない)、登 (とう)下校中 (げこうちゅう)には使用 (しよう)しない。
　　　   ※　保護者 (ほごしゃ)への連絡 (れんらく)や電車 (でんしゃ)が遅 (おく)れるなどの緊急 (きんきゅう)時 (じ)の連絡 (れんらく)は除 (のぞ)く。
　 （オ）  車内 (しゃない)での飲食 (いんしょく)はしない。（通学 (つうがく)時 (じ)だけでなく土日 (どにち)の部活動 (ぶかつどう)の登 (とう)下校 (げこう)時 (じ)も同様 (どうよう)）
（カ）  車内 (しゃない)で他 (ほか)の乗客 (じょうきゃく)に迷惑 (めいわく)を掛 (か)けない。
（キ）  車内 (しゃない)で声掛 (こえか)け、付 (つ)きまとい等 (とう)の迷惑 (めいわく)行為 (こうい)にあった時 (とき)には、駅 (えき)係員 (かかりいん)に相談 (そうだん)し、学校 (がっこう)にも連絡 (れんらく)する。



５  登 (とう)下校 (げこう)の際 (さい)には寄 (よ)り道 (みち)をしない。特 (とく)に友人 (ゆうじん)の家 (いえ)に行 (い)く時 (とき)は、一度家 (いちどいえ)に帰 (かえ)り保護者 (ほごしゃ)の了解 (りょうかい)を得 (え)る。
６  下校後 (げこうご)は、学校 (がっこう)からの連絡 (れんらく)を必 (かなら)ず保護者 (ほごしゃ)に伝 (つた)えるようにする。


Ⅴ　校内 (こうない)生活 (せいかつ)　
１  登校 (とうこう)した後 (あと)下校 (げこう)までは、無断 (むだん)で校外 (こうがい)（寄宿舎 (きしゅくしゃ)を含 (ふく)む）に出 (で)ない。外出 (がいしゅつ)の必要 (ひつよう)がある場合 (ばあい)や寄宿舎 (きしゅくしゃ)に用事 (ようじ)がある場合 (ばあい)は、必 (かなら)ず担任 (たんにん)の許可 (きょか)を受 (う)ける。
２  無断 (むだん)で他 (ほか)の教室 (きょうしつ)に出入 (でい)りしない。
　３  公共物 (こうきょうぶつ)や私物 (しぶつ)の取扱 (とりあつか)いについては、次 (つぎ)の規定 (きてい)を守 (まも)ること。
（１）  公共物 (こうきょうぶつ)は大切 (たいせつ)に取 (と)り扱 (あつか)い、無断 (むだん)で持 (も)ち出 (だ)さない。
（２）  公共物 (こうきょうぶつ)を使用 (しよう)したら、必 (かなら)ず後始末 (あとしまつ)をする。
（３）  公共物 (こうきょうぶつ)を破 (は)損 (そん)したら、先生 (せんせい)に届 (とど)け出 (で)る。
（４）  私物 (しぶつ)には必 (かなら)ず学校名 (がっこうめい)、学 (がく)部名 (ぶめい)、学年 (がくねん)、組 (くみ)、氏名 (しめい)を明記 (めいき)し、大切 (たいせつ)に取 (と)り扱 (あつか)う。
（５）  他人 (たにん)のものを無断 (むだん)で借用 (しゃくよう)しない。
４  掃除 (そうじ)に一生懸命 (いっしょうけんめい)取 (と)り組 (く)み、校内 (こうない)環境 (かんきょう)の美化 (びか)に努 (つと)める。
５  生徒会 (せいとかい)、学級 (がっきゅう)活動 (かつどう)には積極的 (せっきょくてき)に参加 (さんか)する。
６  下校 (げこう)時刻後 (じこくご)、特別 (とくべつ)活動 (かつどう)等 (とう)で居残 (いのこ)るものは、先生 (せんせい)の許可 (きょか)を受 (う)ける。

Ⅵ　校外 (こうがい)・休暇中 (きゅうかちゅう)の生活 (せいかつ)　
１  飲酒 (いんしゅ)、喫煙 (きつえん)等 (とう)をしない。
２  外出 (がいしゅつ)の際 (さい)は、行 (い)き先 (さき)と帰宅 (きたく)する時刻 (じこく)をはっきりしておく。
３  外出 (がいしゅつ)・外泊 (がいはく)について
（１）  日没 (にちぼつ)までには帰宅 (きたく)し、夜間 (やかん)外出 (がいしゅつ)は保護者 (ほごしゃ)同伴 (どうはん)とする。
（２）  生徒 (せいと)だけで行 (おこな)う外泊 (がいはく)は、禁止 (きんし)する。
（３）  外出 (がいしゅつ)の時 (とき)は、身分 (みぶん)証明書 (しょうめいしょ)を携 (けい)帯 (たい)する。
４  友 (ゆう)人間 (じんかん)のお金 (かね)の貸 (か)し借 (か)りはしない。

Ⅶ　交 (こう)　友 (ゆう)　
  １  交際 (こうさい)は相手 (あいて)の気持 (きも)ちを尊重 (そんちょう)して付 (つ)き合 (あ)い、相手 (あいて)を傷 (きず)つけるような言動 (げんどう)は決 (けっ)して行 (おこな)わないように気 (き)をつけ　
　　　　る。　　　　
　 ２  いじめや暴力 (ぼうりょく)は、いかなる場合 (ばあい)でも許 (ゆる)されない。いじめを受 (う)けたり、いじめを見 (み)たり聞 (き)いたりしたら、すぐに
担任 (たんにん)の先生 (せんせい)に相談 (そうだん)をする。
いじめは、場合 (ばあい)によって犯罪 (はんざい)行為 (こうい)になることがあるので、その際 (さい)は警察 (けいさつ)に通報 (つうほう)することもある。
Ⅷ　届 (とどけ)　出 (で)　
１  欠席 (けっせき)、早退 (そうたい)、遅刻 (ちこく)、忌引 (きびき)等 (とう)の時 (とき)は、速 (すみ)やかに学校 (がっこう)及 (およ)び寄宿舎 (きしゅくしゃ)に届 (とど)け出 (で)る。
２  忌引 (きびき)の日数 (にっすう)は下記 (かき)のとおりとする。
   （ア）　父母 (ふぼ)の場合 (ばあい)　・・・７日　　（イ）　兄弟 (きょうだい)、姉妹 (しまい)の場合 (ばあい) 　　　・・・３日
（ウ）　祖父母 (そふぼ)の場合 (ばあい)・・・３日　　（エ）　叔父 (おじ)叔母 (おば)、曽 (そう)祖父母 (そふぼ)の場合 (ばあい)・・・１日
３　　本人 (ほんにん)、家族 (かぞく)に事故 (じこ)が起 (お)こった場合 (ばあい)には、直 (ただ)ちに学校 (がっこう)に届 (とど)け出 (で)る。
４　　住所 (じゅうしょ)・電話番号 (でんわばんごう)等 (とう)に変更 (へんこう)が出 (で)た場合 (ばあい)には、速 (すみ)やかに担任 (たんにん)に届 (とど)け出 (で)る。
５　　アルバイトをする時 (とき)は、保護者 (ほごしゃ)の承諾書 (しょうだくしょ)と実施 (じっし)計画書 (けいかくしょ)を添 (そ)えて学校 (がっこう)に提 (てい)出 (しゅつ)し、校長 (こうちょう)の許可 (きょか)を受 (う)ける。終了後 (しゅうりょうご)、報告書 (ほうこくしょ)を提 (てい)出 (しゅつ)する。アルバイトは別紙 (べっし)に定 (さだ)める「アルバイト規定 (きてい)」のとおりとする。
また、中学部 (ちゅうがくぶ)生徒 (せいと)については、生計 (せいけい)を支 (ささ)える場合 (ばあい)や、特別 (とくべつ)な事情 (じじょう)がある時 (とき)のみ可 (か)とする。
６　　自動車 (じどうしゃ)運転 (うんてん)免許 (めんきょ)取得 (しゅとく)を希望 (きぼう)する場合 (ばあい)は、「普通 (ふつう)自動車 (じどうしゃ)運転 (うんてん)免許 (めんきょ)取得 (しゅとく)規定 (きてい)」に基 (もと)づき申請 (しんせい)する。
（高等部 (こうとうぶ)３年生 (ねんせい)のみ）　
　Ⅸ　部活動 (ぶかつどう)・同好会 (どうこうかい)（以下 (いか)、部活動 (ぶかつどう)等 (とう)）　
  １  部活動 (ぶかつどう)の掛 (か)けもちはできない。
２  部活動 (ぶかつどう)等 (とう)への入部 (にゅうぶ)は、入部 (にゅうぶ)届 (とど)けを４月 (がつ)末日 (まつじつ)までに提 (てい)出 (しゅつ)する。
３  部活動 (ぶかつどう)等 (とう)は原則 (げんそく)として３年間 (ねんかん)同一 (どういつ)部活動 (ぶかつどう)等 (とう)で活動 (かつどう)する。
※  ただし、身体的 (しんたいてき)な理由 (りゆう)等 (とう)のやむを得 (え)ない理由 (りゆう)により、部活動 (ぶかつどう)等 (とう)の変更 (へんこう)を希望 (きぼう)する場合 (ばあい)は顧問 (こもん)の了解 (りょうかい)を得 (え)る。
４　　活動 (かつどう)時間 (じかん)は、原則 (げんそく)として午後 (ごご)６時 (じ)までとする。
５　　テスト前 (まえ)の活動 (かつどう)中止 (ちゅうし)期間 (きかん)については、次 (つぎ)のとおりとする。
1  実力 (じつりょく)テスト、中間 (ちゅうかん)テスト前 (まえ)３日間 (かかん)とテスト最終日 (さいしゅうび)前日 (ぜんじつ)まで。
2  学 (がく)年末 (ねんまつ)テスト前 (まえ)５日間 (かかん)とテスト最終日 (さいしゅうび)前日 (ぜんじつ)まで。
（ただし、対外 (たいがい)試合 (じあい)等 (とう)が近 (ちか)い場合 (ばあい)は相談 (そうだん)して行 (おこな)うことができる。その際 (さい)、練習 (れんしゅう)時間 (じかん)は１時間 (じかん)とする。）
６  部 (ぶ)顧問 (こもん)がいない時間帯 (じかんたい)の練習 (れんしゅう)内容 (ないよう)については、安全面 (あんぜんめん)と健康面 (けんこうめん)を十分 (じゅうぶん)配慮 (はいりょ)した練習 (れんしゅう)のみ行 (おこな)うようにす
　　る。
７  ３年生 (ねんせい)の部活動 (ぶかつどう)については、原則 (げんそく)として高校 (こうこう)総体 (そうたい)・中体連 (ちゅうたいれん)後 (ご)に顧問 (こもん)や担任 (たんにん)と相談 (そうだん)して行 (おこな)うことができる。
８　都 (と)ろう太鼓 (たいこ)同好会 (どうこうかい)の活動 (かつどう)については、以下 (いか)の特別 (とくべつ)な規定 (きてい)を適用 (てきよう)する。
1  掛 (か)けもち入部 (にゅうぶ)を認 (みと)める。
2  活動 (かつどう)は週 (しゅう)１日 (にち)１時間 (じかん)程度 (ていど)とする。

Ⅹ　携帯 (けいたい)電話 (でんわ)等 (とう)
＜学校 (がっこう)でのルール＞
１  携帯 (けいたい)電話 (でんわ)等 (とう)の校内 (こうない)への持 (もち)込 (こ)みは、保護者 (ほごしゃ)の判断 (はんだん)とし、管理 (かんり)は自己 (じこ)責任 (せきにん)で行 (おこな)う。その際 (さい)は、「携帯 (けいたい)電話 (でんわ)校内 (こうない)持 (も)ち持 (もち)込 (こ)み許可 (きょか)に関 (かん)する同意 (どうい)確認書 (かくにんしょ)」を学校 (がっこう)に提出 (ていしゅつ)する。
２  校内 (こうない)では、始業 (しぎょう)時間 (じかん)から終業 (しゅうぎょう)時間 (じかん)の間 (あいだ)の私的 (してき)な使用 (しよう)はできない。ただし、授業 (じゅぎょう)で取 (と)り扱 (あつか)う場合 (ばあい)は可 (か)とす
  る。使用 (しよう)する際 (さい)は、通信料 (つうしんりょう)がかかることもある。
３  教育 (きょういく)活動 (かつどう)の妨 (さまた)げになるような使 (つか)い方 (かた)や、他 (ほか)の生徒 (せいと)を傷 (きず)つけたり危害 (きがい)を加 (くわ)えたりする等 (とう)の行 (こう)動 (どう)をした場合 (ばあい)は、保護者 (ほごしゃ)・学校 (がっこう)の両方 (りょうほう)で指導 (しどう)を行 (おこな)う。例 (れい)は以下 (いか)のとおりである。
・  法律 (ほうりつ)に触 (ふ)れるような投稿 (とうこう)や、相手 (あいて)が嫌 (いや)がるような文章 (ぶんしょう)・写真 (しゃしん)・動画 (どうが)をSNSやネット上 (じょう)に掲載 (けいさい)する。
　　  ・  自分 (じぶん)以外 (いがい)の人 (ひと)も写 (うつ)っている写真 (しゃしん)・動画 (どうが)を、全員 (ぜんいん)に許可 (きょか)をとらずに勝手 (かって)に投稿 (とうこう)する。
　 ４  平日 (へいじつ)の部活動中 (ぶかつどうちゅう)の携 (けい)帯電話 (たいでんわ)等 (とう)の使用 (しよう)はできない。
※  中学部 (ちゅうがくぶ)生徒 (せいと)は、地域 (ちいき)の学校 (がっこう)の実情 (じつじょう)に合 (あ)わせて持 (も)ち込 (こ)みはしない。ただし、寄宿舎生 (きしゅくしゃせい)及 (およ)び公共 (こうきょう)交通 (こうつう)
  機関 (きかん)を利用 (りよう)する者 (もの)については、登 (とう)下校 (げこう)及 (およ)び緊 (きん)急時 (きゅうじ)のみ、現行 (げんこう)どおり携帯 (けいたい)電話 (でんわ)等 (とう)の使用 (しよう)ができる。また、
  学校 (がっこう)で取 (とり)扱 (あつか)いの指導 (しどう)等 (とう)がある場合 (ばあい)のみ、事前 (じぜん)に保護者 (ほごしゃ)に連絡 (れんらく)をして持 (も)ち込 (こ)み可 (か)とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜家庭 (かてい)でのルール　※参考 (さんこう)例 (れい)＞
　適切 (てきせつ)な使用 (しよう)ができるよう、家庭 (かてい)でのルールを作 (つく)り、承諾書 (しょうだくしょ)・同意書 (どういしょ)とともに学校 (がっこう)に提 (てい)出 (しゅつ)する。
　　 ・  有料 (ゆうりょう)サイトへのアクセスをしない。
・  他人 (たにん)の携 (けい)帯電話 (たいでんわ)等 (とう)を勝手 (かって)に見 (み)ない。
・  〇時 (じ)以降 (いこう)の使用 (しよう)や相手 (あいて)への送信 (そうしん)、メール等 (とう)の確認 (かくにん)は控 (ひか)える。	
・  見 (み)ず知 (し)らずの相手 (あいて)と直接 (ちょくせつ)の交流 (こうりゅう)をしない。
・  公共 (こうきょう)のマナーを守 (まも)る。（例 (れい)：歩 (ある)きスマホ、禁止 (きんし)の場所 (ばしょ)での使用 (しよう)）
・  自分 (じぶん)や友達 (ともだち)のアドレスや電話番号 (でんわばんごう)、ID、パスワード等 (とう)を不用意 (ふようい)に教 (おし)えない。

	Ⅺ　違反 (いはん)等 (とう) 




　１  生徒 (せいと)心得 (こころえ)に反 (はん)する言動 (げんどう)等 (とう)が認 (みと)められた場合 (ばあい)、学校 (がっこう)が定 (さだ)めた期間 (きかん)、指導 (しどう)を行 (おこな)う。
　２  指導 (しどう)とは、口頭 (こうとう)による注意 (ちゅうい)、放課後 (ほうかご)等 (とう)の課外 (かがい)学習 (がくしゅう)、清掃 (せいそう)活動 (かつどう)、奉仕 (ほうし)活動 (かつどう)、別室 (べっしつ)での学習 (がくしゅう)活動 (かつどう)等 (とう)が含 (ふく)まれ
る。
　３  度重 (たびかさ)なる違反 (いはん)や、学校 (がっこう)が重大 (じゅうだい)な違反 (いはん)であると判断 (はんだん)した場合 (ばあい)、特別 (とくべつ)指導 (しどう)の対象 (たいしょう)となる。
・　校長 (こうちょう)による説諭 (せつゆ)、・　別室 (べっしつ)指導 (しどう)、・　自宅 (じたく)謹慎 (きんしん)等 (とう)
・　改善 (かいぜん)が見 (み)られない場合 (ばあい)は、自主 (じしゅ)退学 (たいがく)の勧告 (かんこく)もあり得 (う)る。 
　　
	Ⅻ　心得 (こころえ)の改正 (かいせい)または廃止 (はいし)の手続 (てつづ)き 


・；
　１  生徒会 (せいとかい)は、生徒 (せいと)の意見 (いけん)を集約 (しゅうやく)し、心得 (こころえ)の改正 (かいせい)または廃止 (はいし)を求 (もと)めることができる。
　２  校長 (こうちょう)は、生徒会 (せいとかい)からの求 (もと)めがあったとき、または、心得 (こころえ)の見直 (みなお)しが必要 (ひつよう)となったときは、アンケートその他 (た)
   適切 (てきせつ)な方法 (ほうほう)で、教師 (きょうし)や保護者 (ほごしゃ)からの意見 (いけん)を聴取 (ちょうしゅ)し、その内容 (ないよう)について議論 (ぎろん)するものとする。
　３  校長 (こうちょう)は、その議論 (ぎろん)を踏 (ふ)まえ、心得 (こころえ)の改正 (かいせい)または廃止 (はいし)について決定 (けってい)するものとする。
　４  前項 (ぜんこう)の決定 (けってい)にあたっては、議論 (ぎろん)の経過 (けいか)及び決定 (けってい)理由 (りゆう)について、生徒 (せいと)及び保護者 (ほごしゃ)に説明 (せつめい)するものとする。
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